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第１章 はじめに 

I. 背景及び目的 

機械器具等のエネルギー消費量の増加を抑制すべく、エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律（以下、「省エネ法」という。）のトップランナー制度では、特定エネルギー消費機器の

製造事業者等に対して目標年度までに基準エネルギー消費効率を達成することを求めている。 

本事業では特定エネルギー消費機器について現状分析を行い、性能の向上に関する措置や

基準エネルギー消費効率の見直しの必要性等の検討に活用する。このため、①2020 年度に目

標年度を迎える特定エネルギー消費機器の報告徴収の事前準備、②主な特定エネルギー消費

機器の効率のモニタリング評価、③データセンター等の省エネ取組みの評価、④海外の機械

器具等の省エネ規制の実態についての現状把握を行った。 

 

II. 次章以降の構成 

第 2 章では、2020 年度に目標年度を迎える特定エネルギー消費機器について、省エネ法第

162 条第 10 項に基づき実施されるエネルギー消費機器（照明器具、乗用自動車及びショー

ケース）の報告徴収の事前準備を実施した。また、併せて、照明器具及び乗用自動車につい

ては、報告徴収と並行して実施するアンケート調査について検討した。 

第 3 章では、製造事業者等の負担や行政コストを緩和することを目的に、トップランナー

対象機器のうち 5 機器（エアコンディショナー、家庭用電気冷蔵庫、テレビジョン受信機、

温水洗浄便座、電球）を対象に POS データを用いた評価方法の検討等を行った。 

第 4 章では、データセンター等を運営する通信事業者等の消費電力が増加している現状を

踏まえて、データセンターの省エネの実態を把握し、その取り組みに対する評価のあり方を

検討した。 

第 5 章では、我が国のトップランナー制度で現在規制対象としていない機器のうち、我が

国へのインパクトが大きいと考えられる 5 機器を選定し、その機器のエネルギー消費効率の

指標、測定方法、水準、エネルギー政策上のインパクトを検討した。 
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第２章 2020 年度に目標年度を迎える特定エネルギー消費機器の報告徴

収の事前準備 

I. 実施概要 

令和元年度にトップランナー制度における目標年度を迎える以下の 3 機器について、報告

徴収調査票及び調査対象リストを作成した。 

⚫ 乗用自動車 

⚫ 照明器具 

⚫ ショーケース 

 

また、乗用自動車、照明器具については、報告徴収以外に追加的に実施するアンケート調査

様式の検討を行った。 

II. 機器別の実施事項 

１．乗用自動車 

１.１  報告徴収調査票の作成 

乗用自動車については、過去に乗用自動車の報告徴収が行われていたことから、同報告徴

収調査票を参考に作成することとした。主に以下の点を変更した。 

【調査 1】 

⚫ 生産量・輸入量調査の対象を令和元年度の目標基準値の設定がされている特定ガソリ

ン乗用自動車、ディーゼル乗用自動車、特定 LP ガス乗用自動車、小型バスの 4 種類

に修正した。 

 

【調査 2】 

⚫ 区分や基準エネルギー消費効率を更新した。 

⚫ 燃料種において、従来からの揮発油（ガソリン）、軽油に加えて、液化石油ガス（LP

ガス）を選択できるようにした。 

⚫ 区分ごとの達成判定から、全区分における達成状況を判定する企業平均燃費値による

達成判定となったことから、目次の達成判定をそれに合わせて修正した。 

⚫ プラグインハイブリッド乗用自動車、電気乗用自動車を考慮する判断の基準の特例を

用いた達成判定が認められていることから、これに合わせて、プラグインハイブリッ

ド乗用自動車、電気乗用自動車の入力シート、特例を用いた達成判定を追加した。 

 

１.２  報告徴収送付先リストの作成 

一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）及び日本自動車輸入組合（JAIA）より、報告徴

収調査の対象となると想定される製造業者等（会員企業）のリストを入手した。 
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１.３  アンケート調査様式 

乗用自動車については、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省

エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ・交通政策審議会陸上交通分科会自

動車部会自動車燃費基準小委員会合同会議 取りまとめ（乗用車燃費基準等）において、以

下のように述べられている。 

 

（取りまとめ抜粋） 

2020 年度燃費基準の達成状況、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車等の燃費

性能に優れた自動車に対する国民の理解の進展や国内外における普及状況等を踏まえて

中間評価を行い、例えば目標年度前のエネルギー消費効率の改善分の達成判定における評

価等、追加的な考慮事項の必要性について検討すること。なお、これらの検討にあたって

は、諸外国の事例等も踏まえ、乗用車全体のエネルギー消費効率の向上を促進するものと

なるよう留意すること。 

 

上記を踏まえて、主に以下の方針でアンケート調査様式（案）を作成した。 

⚫ 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等の自動車の種類ごとの出荷構成、燃費

値の現状及び 2030 年度までの変化の見通しを把握する質問項目を加えた。 

⚫ 出荷構成については、国ごとの燃費規制や消費者のニーズに大きく影響を受けること

から、欧州、米国における実績、見通しを質問項目に加えた。 

⚫ 上記に加えて、2030 年度目標基準値においては、車両重量によって基準値が変わって

くることから、車両重量の現状及び 2030 年度までの変化の見通しを把握する質問項

目を加えた。 

 

２．照明器具 

２.１  報告徴収調査票の作成 

照明器具については、過去に蛍光灯照明器具を対象に報告徴収が行われていたことから、

同報告徴収調査票を参考に作成することとした。主に以下の点を変更した。 

【調査 1】 

⚫ 対象外品を政令、省令を参考に整理した。 

【調査 2】 

⚫ 照明器具全光束×消費電力で算出する固有エネルギー消費効率を基準に用いること

から、これらを報告するように変更した。 

⚫ 蛍光灯器具の場合は、照明器具全光束を全光束×器具効率で算出することから、これ

らの内訳も把握できるようにした。 

⚫ 参考指標として、使用光源の種類（LED 電灯器具／蛍光灯器具）、光源色（昼光色／
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昼白色／白色／温白色／電球色）、平均演色評価数（Ra）1、調色機能2の有無、調光機

能3の有無を記入した。 

 

２.２  報告徴収送付先リストの作成 

一般社団法人日本照明工業会（JLMA）より、報告徴収調査の対象となると想定される製

造業者等（会員企業）のリストを入手した。また、照明器具については、JLMA に所属して

いない製造事業者等（小売事業者のプライベートブランドを含む。）が存在するため、企業

データベース等を活用し、JLMA 会員企業以外のリストを作成した。 

 

２.３  アンケート調査様式 

２.３.１  アンケート調査様式検討の方針 

照明器具の効率の現状については、令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する

調査等事業（特定エネルギー消費機器における現状分析調査事業）において、一般社団法

人日本照明工業会（JLMA）が実施したアンケート調査をもとに、照明器具のエネルギー

消費効率に関する分析を実施した。分析した結果、光源光束ではなく、照明器具全光束を

もとにエネルギー消費効率を測定していることから、光源効率とは関係ない構造等によっ

て機器ごとのエネルギー消費効率が大きく変わり、達成率のバラつきが大きく生じている

ことから明らかになった。 

このため、アンケート調査様式検討にあたって、一般社団法人日本照明工業会（JLMA）

事前アンケート調査を実施することとした。 

２.３.２  事前アンケート調査概要 

（1）事前アンケート調査概要 

以下を明らかにすることを目的に事前アンケート調査を実施した。 

⚫ 照明器具の固有エネルギー消費効率以外に光源効率を把握する方法 

⚫ 光源効率、器具効率（光源効率と固有エネルギー消費効率との差）に影響を与える

要因 

 

事前アンケート調査結果から、固有エネルギー消費効率を指標とする場合の課題や将来

の基準策定時にエネルギー消費効率の指標を含めて検討する必要性が明らかになった。 

 

                                                        
1 演色性（光に照らされた時、その物体の色の見え方に及ぼす光源の性質のこと）を数値に表したもので、色の見

え方（再現性）を示す指標のこと。数値の高い方が色の見え方（再現性）が優れているとされる。 

2 光の色が変えられる機能のこと。 

3 照明器具の明るさを変える機能のこと。 
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３．ショーケース 

３.１  報告徴収調査票の作成 

ショーケースは過去に報告徴収が実施されていないことから、比較的基準の作り方が類似

している業務用電気冷蔵庫、業務用電気冷凍庫等の報告徴収調査票を参考に新たに作成した。 

【調査 1】 

⚫ 対象外品を政令、省令を参考に整理した。 

⚫ 政令を参考に調査 2 の報告対象となる台数を記載した。 

【調査 2】 

⚫ 区分別にシートを作成した。なお、基準エネルギー消費効率を算定するために必要な

情報が区分ごとに異なるため、様式は同じものを用いつつ、記載の不要な項目は区分

ごとに判別できるようにした。 

 

３.２  報告徴収送付先リストの作成 

一般社団法人日本冷凍空調工業会（JRAIA）より、報告徴収調査の対象となると想定され

る製造業者等（会員企業）のリストを入手した。 
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第３章 主な特定エネルギー消費機器の効率のモニタリング評価 

I. 実施概要 

我が国の特定エネルギー消費機器の効率の把握は、省エネルギー製品サイト等に登録され

ている製品の効率から把握することや、報告徴収やそれと同等のアンケート調査を行うこと

が必要になる。前者は、比較的簡便に調査し把握することが可能であるが出荷シェアを考慮

した分析ではないため企業の省エネ機器の開発動向は把握することが出来るが、我が国に普

及する機器の省エネ性能を評価したことにはならない。後者は、企業の開発動向はもとより、

我が国の省エネ機器の普及を評価することが可能であるが、製造事業者等に負担を課すほか、

調査段階においても分析等の行政コストが大きくなる。 

本調査では、こうした製造事業者等の負担や行政コストを緩和することを目的に、トップ

ランナー対象機器のうちの 5 機器（セパレート型エアコン、冷蔵庫、カラーTV、温水洗浄便

座、LED 電球）を対象に POS データを用いて、省エネ機器の普及について評価が出来ないか

検討等を行う。 

上記を踏まえて、本章では、以下の分析を実施した。 

⚫ 各データソースのカバレッジの分析 

⚫ 時系列推移の分析 
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２.１.２  乖離要因の分析 

（1）メーカー 

各データソースにおける製造事業者別の機種数、出荷・販売台数について整理した結果、

アンケートデータには一部の大手メーカーのデータが含まれず、このことが平均エネル

ギー消費効率に影響した可能性が示唆された。 
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２.２.２  乖離要因の分析 

（1）メーカー 

各データソースにおける製造事業者別の機種数、出荷・販売台数について整理した結果、

アンケートデータには一部の大手メーカーのデータが含まれず、このことが平均エネル

ギー消費効率に影響した可能性がある。 
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２.３.２  乖離要因の分析 

（1）メーカー 

各データソースにおける製造事業者について比較すると、カバーしているメーカーには

大きな差がないが、いずれのメーカーとも出荷台数（販売台数）に大きな差がある。 
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２.４.２  乖離要因の分析 

（1）メーカー 

各データソースにおける製造事業者別の機種数、出荷・販売台数について整理した結果、

POS データには中小規模事業者の機器のデータが含まれる一方、報告徴収データには含ま

れず、このことが平均エネルギー消費効率に影響した可能性が高い。 
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III. 時系列推移の分析 

１．分析の枠組 

省エネ機器の普及に関する状況を POS データを用いて把握することを目的に、2010 年度

から 2019 年度の各年度について、対象 5 機器それぞれのトップランナー制度の判断基準告

示において定められた区分毎に、販売台数で加重平均したエネルギー消費効率及び区分毎の

合計出荷台数の POS データを購入した。 

これらの POS データを基に、エネルギー消費効率の区分別の時系列推移および基準値を

比較分析し、POS データを用いた省エネ機器の普及の評価について考察した。 

 

２．分析結果 

２.１  エアコン 

POS データから計算されたセパレート型エアコンの平均エネルギー消費効率5の推移を見

ると、販売数量の特に多い区分 A、区分 C では横ばい傾向であることが分かる。エアコンの

目標年は 2010 年であることから、その後の改善が限定的であったと推測される。 

ただし、区分 F、区分 G ではエネルギー消費効率の改善が見られる。区分 B、区分 D、区

分 E では値が安定していないが、その要因としては、区分 B、区分 D は販売数量の年ごとの

ばらつきが大きいこと、区分 E は販売数量が極めて少ないことが考えられる。 

  

                                                        
5 エアコンの平均エネルギー消費効率は通常、出荷数量による APF の加重調和平均によって算出するが、本分析

では販売数量による APF の加重平均によって算出している。 
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３．まとめ 

分析結果より、POS データによるエネルギー消費効率の時系列推移の分析は、省エネ機器

の普及の傾向を区分別に捉える上で有用なツールとなる可能性が示された。報告徴収等と

POS データでは、捉えているデータの側面が異なる場合があることから、POS データから得

られたエネルギー消費効率をメーカー出荷ベースのエネルギー消費効率の推定値と同等で

はないことに留意は必要だが、市場で販売されている機器の効率の時系列推移の傾向（増加

傾向、減少傾向）を捉える用途においては十分利用可能と考えられる。 

ただし、一部の機器・区分においては値が安定しないなどの課題も見られた。そのため、

全ての機器・区分における傾向把握に対して利用可能なわけではなく、以下の条件を満たし

ている場合に利用することが望ましいことが示唆された。 

⚫ 年次ごとの販売台数の増減幅が小さい機器・区分であること 

⚫ 販売台数が一定程度大きい機器・区分であること 

⚫ 分析期間内において販売台数の大幅な減少傾向や増加傾向が見られないこと 

 

また、集計後の POS データを利用する場合には、取得するデータについてもトップラン

ナー制度と整合した分析が可能となるよう留意する必要がある。具体的には、エアコンの分

析においては、APF の加重調和平均値を取得する必要があるほか、テレビ、冷蔵庫の分析に

おいては、それぞれ画面サイズ、調整内容積の加重平均値を取得する必要がある。 
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第４章 データセンターの省エネ取組みの評価 

I. 実施概要 

インターネットの普及によりビジネス環境だけでなく、社会全体で広くデジタル化やネッ

トワーク化が進展し、通信を介したサービス等が広がり、インターネットのトラフィックが

増加している。トラフィックの増加は、データセンター等を運営する通信事業者等の消費電

力の増加につながっており、データセンターにおける省エネ推進の重要性は日に日に増して

いる。データセンターの省エネを進める上では、従来トップランナー制度で規制対象として

いた個別の電子・電気機器（電子計算機、ルーター、空調、照明器具等）の省エネに加えて、

それらの効率的な運営を通じた省エネが考えられる。 

上記を踏まえて、本章では、以下の調査・分析を実施した。 

⚫ データセンターの省エネ指標に関する分析 

⚫ データセンターの省エネ取り組み等に関するアンケート調査 

 

また、アンケート調査を踏まえて、生産数量に関する課題及び特色等を整理した。 

 

II. データセンターの省エネ指標に関する分析 

１．分析方法 

１.１  分析概要 

データセンターを運営する事業者が省エネ法の対象要件に当てはまる場合には、省エネ法

第 16 条第 1 項に基づく定期報告が実施されている。一方で、エネルギー消費原単位は図表 

32 に示す通り、エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（以下、生産数量という。）は事

業者が任意に選択することとなっている。このため、どのような生産数量を使用するかに

よって、エネルギー消費原単位が表す省エネの範囲や水準が異なってくる。 

上記を踏まえて、データセンターを対象とする定期報告結果をもとに、報告されている生

産数量の種類や生産数量別にエネルギー消費原単位の時系列の変化を分析した。また、生産

数量別にデータセンターの省エネ指標となる国際規格と定義の違いを比較した。 

 

図表 32 省エネ法の定期報告におけるエネルギー消費原単位 
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サーバ台数 MWｈ 2 

サーバ台数 台 2 

売上金額 億 2 

延床面積 千ｍ２ 2 

延床面積ｘ利用時間 ｍ２ 2 

DC 事業ｻｰﾊﾞｰ電力 MWh 2 

通信用電源設備の出力電力量 MWh 1 

ＵＰＳの使用電力および在館者から求めた値 増加率 1 

使用ラック数 架 1 

ＵＰＳの使用電力およびテナント使用電力から求めた値 万ｋWh 1 

利用中の電源回路 回路 1 

通信設備電力量の原油換算 kl 1 

ラック内の機器搭載ユニット数 ﾕﾆｯﾄ（U) 1 

通信機器設備 m2 1 

ラック数 ｒａｃｋ 1 

システム使用電力量 ＭＷｈ 1 

システム使用電力量 千ＫＷｈ 1 

サーバー消費電力 千ｋＷｈ 1 

ＩＴ機器消費電力原油換算 ｋｌ 1 

ラック数 本 1 

顧客提供電力 千 kWh 1 

稼働床面積 ｍ２ 1 

IT 機器の消費電力合計 MWh 1 

換算電算室使用面積×時間 ｍ２ 1 

ＩＴ機器電力 ｋＷ 1 

ＩＴ機器のエネルギー使用量 ｋｌ 1 

換算回線数 回線 1 

ＩＴ使用量 ＫＬ 1 

ＩＴ機器の電力量 ＭＷｈ 1 

延床面積 m2 1 

延床面積（稼働面積） m2 1 

ＩＴ機器におけるエネルギー使用量 千ｋｌ 1 

ラック 個 1 

延ラック台数 本 1 

ＩＴ電力量 原油換算ｋｌ 1 

ＵＰＳ負荷電力量 ＭＷｈ 1 

契約ラツク数 千台 1 

総電力量×サーバー面積÷Ｕ ｍ２ 1 

ＩＴ機器で使用する電力の原油換算 千ｋｌ 1 

契約電力 ＫＶＡ 1 

サーバーラック数 台 1 

マシン室回路数×熱源稼働時間 ＫＶＡ×時間 1 

建物延床面積 ｍ２ 1 

利用者数 回線数 1 

利用者数 床 1 

ＩＴ装置用電力量 MWh 1 

年間インバーター出力電力量 MWh 1 

IT 装置用電力量 MWh 1 

加入者数 千人 1 

CPU 電力量 KWH 1 

サーバ総消費電力 ｋＷｈ 1 

ＤＰ使用電力量 ＭＷｈ 1 

DC 事業サーバー消費電力×DC 事業外フロア面積 Mwh・㎡ 1 

ＤＣ以外延床面積×ＤＣ－ＩＴ機器電力 千ｍ２・Ｇｗｈ 1 
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人数×台数 百万 1 

延床面積×在籍人数／１００００００ ｍ２人／百万 1 

ＰＵＥ（ＩＴ機器電力） ＭＷｈ 1 

稼働累計ラック数 ラック 1 

 

図表 34 生産数量別のエネルギー消費原単位の時系列変化（4 年前=1） 

 

（注）事業所別に 4 年前の原単位との相対値を各年算出し、その後平均した値。5 年分の報告値がある事業所の

みを用いて分析。 

 

２.２  国際規格における指標との比較 

２.２.１  DPPE（Datacenter Performance Per Energy）の概要 

データセンターのエネルギー消費効率を把握する指標として、従来は Power Usage 

Effectiveness（PUE）が普及していた。これは、エネルギー消費量を IT エネルギー消費量

で除したものであり、付帯設備（ファシリティ）のエネルギー消費効率を測る指標となる。

PUE は、1 以上の値をとり、1 に近づくほど付帯設備のエネルギー消費量の割合が少ない

と解釈される。別の見方をすれば、データセンターのサービスを提供するのに IT 機器の

エネルギー消費は必須なことから、それ以外の付帯設備のエネルギー消費効率をいかに下

げるかに着目していたと考えられる。 

一方、情報化社会における IT 機器の爆発的な増加に伴い、データセンターにおける省

エネは、付帯設備だけでなく、総合的に低減していくことが求められている。このため、
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旧グリーン IT 推進協議会6では、IT 機器を含めてデータセンターの省エネを総合的に測定

できる新しい指標（DPPE：Data Centre Performance Per Energy）の検討が進められた。DPPE

は、2012 年から ISO/IEC JTC 1 SC 39 で国際標準化の議論が進められ、2017 年までに国

際標準として発行された。国際標準となった DPPE は、図表 32 に示す対象の異なる 4 つ

の指標（REF、PUE、ITTEsv、ITEUsv）を用いることで視覚的にデータセンターの省エネ

を把握する。以下、PUE 以外の指標について概説する。 

まず、REF（Renewable Energy Factor）は、再生可能エネルギーの利用割合を示す。これ

には、当該事業者で導入した再生可能エネルギーに加えて、グリーン電力証書や、購入電

力に含まれる再生可能エネルギーも含まれる。再生可能エネルギーを使用することで、化

石燃料を用いたエネルギー消費量や温室効果ガス排出量を低減させることにより同指標

を改善できる。 

次に、ITEEsv（IT Equipment Energy Efficiency for servers）は、サーバーのエネルギー消

費効率を示す。具体的には、サーバーの性能をベンチーマークツールで測定し、それをエ

ネルギー消費量で除す。なお、関連団体へのヒアリングによれば、DPPE の当初案では、

「ストレージ」や「ネットワーク機器」を含めて IT 設備を包括的にとらえることが検討

されていたが、異なる種類の機器を同じ指標に盛り込むことの難しさや、IT 機器の中で

サーバーが電力消費の大半を占めることから、国際標準化のための議論を経て、対象を

サーバーに絞る形となっている。 

最後に、ITEUsv（IT Equipment Utilization for servers）は、サーバーの機器利用率を示す。

ITEEsv が機器固有のエネルギー消費効率を表すのに対して、ITEUsv は、同じ機器であっ

ても、利用率を上げることでエネルギー消費効率が高まることから、サーバーの性能をど

こまで有効に利用できているかを測定する。この指標も、国際標準化の過程で、対象をサー

バーに絞る形となっている。 

なお、4 つの指標は対象の異なる独立した指標とされるが、レーダーチャート等を用い

て、要素ごとの省エネの進捗を管理できる。なお、日本からは 4 つの指標の統合化につい

ての提案も行われたが、国際標準化の過程で合意できなかったとされている7。 

 

                                                        
6 2008 年に経済産業省の「グリーン IT イニシアティブ」の下に、一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

など 7 つの IT 関連団体が発起人となって設立した協議会。2012 年度末まで、IT 機器自身の省エネ（Green of 

IT）、IT による社会の省エネ（Green by IT）の諸活動が実施された。2012 年度末に発展的に組織を解消したが、

事業の一部を JEITA が引き継いでいる。 

（出所）JEITA 環境部会ウェブサイト「グリーン IT 推進委員会について」<https://home.jeita.or.jp/greenit-pc/info/> 

（2020 年 1 月アクセス） 

7 椎野孝雄「ISO/IEC JTC 1 での日本発データセンタ省エネ指標の国際標準化─欧米との考え方の違いを乗り越え

ての国際標準化─（デジタルプラクティス Vol.10 No.1）」（2019 年 1 月） 
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図表 35 DPPE の概要 

 

（出所）JEITA「DPPE パンフレット（AI・IoT 時代のグリーン化に向けたデータセンターの省エネルギー～ISO（国際標準）/IEC（国際電気標準）指標を用いたマネジメ

ント～）」（2018 年 5 月） 
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【再エネ利用率を考慮できる生産数量別のエネルギー消費原単位】 

まず、どの生産数量を採用したとしても、再エネ利用率はオンサイト利用のみが考慮さ

れる。これは省エネ法におけるエネルギー消費量の対象が以下の通り整理されているため

である。 

⚫ 省エネ法では、図表 37 に示す通り、化石燃料由来のエネルギーをエネルギー消費

量の対象としている。このためオンサイト（事業所内）において、再生可能エネル

ギーを利用した場合、エネルギー消費量が減り、エネルギー消費原単位が改善する。 

⚫ 一方、買電した電気については、1 次エネルギー量への換算値として、省エネ法施

行規則第 4 条及び別表第三において、昼間の電気が 9.97 MJ/kWh、夜間の電気 9.28 

MJ/kWh、その他の電気 9.76 MJ/kWh と一定に定めている8。このため、電源構成の

うち再生可能エネルギーの割合は考慮されない。 

⚫ また、省エネ法では、グリーン電力証書や非化石証書等の使用を 1 次エネルギー消

費量の削減とは認めていないことから、買電量は再生可能エネルギーであったとし

てもエネルギー消費量の対象となる。 

 

図表 37 省エネ法におけるエネルギーの定義の概要 

 

（出所）資源エネルギー庁「省エネ法パンフレット（省エネ法の概要）」（2019 年 1 月） 

 

【付帯設備の省エネを考慮できる生産数量別のエネルギー消費原単位】 

次に、付帯設備の省エネを実施した場合、どの生産数量を採用しても考慮される。付帯

設備の省エネを進めた場合、売上高、IT エネルギー消費量、ラック数、延床面積、サービ

ス加入者数、年間平均トラフィック量は変化しない。一方、エネルギー消費量は減少する

ため、エネルギー消費原単位は改善される。 

                                                        
8 この値は、2003 年度実績をもとに、需要端熱効率 36.10%、38.78%、36.90%の火力発電を想定して作られた値で

ある。 

（出所）電気事業連合会「電力の一次エネルギー換算について」（2005 年 9 月） 
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【IT 機器の省エネを考慮できる生産数量別のエネルギー消費原単位】 

IT 機器の省エネを実施した場合、多くの生産数量で省エネ効果が考慮されるが、IT エ

ネルギー消費量を生産数量に採用した場合のみ問題が生じる。IT エネルギー消費量を生産

数量に採用した場合、分母と分子は以下のようになる。ここから IT エネルギー消費量が

削減されるため、結果的に分母と分子から同量のエネルギー消費原が控除される。一方、

分母に比べて分子の方が大きいため、同量が控除された場合、エネルギー消費原単位（PUE）

は悪化することになる。 

 

エネルギー消費量

ITエネルギー消費量
＝

ITエネルギー消費量＋その他エネルギー消費量

ITエネルギー消費量
 

 

【IT 機器利用効率を考慮できる生産数量別のエネルギー消費原単位】 

最後に IT 機器利用率の向上をした場合について検討する。IT 機器利用率は、それを高

めることによってエネルギー消費量は上がるが、サービス量も同時に上がり、IT 機器が効

率的に運用されることで、省エネを達成するという指標である。これは、生産数量によっ

て様々な変化が生じる。 

⚫ 売上高、サービス加入者数、トラフィック量を生産数量に採用した場合、IT 機器利

用率の向上がこれらの生産数量がサービス量と連動し、効率的にエネルギー消費が

行われることを前提にすれば、エネルギー消費原単位は低下する。 

⚫ IT 機器エネルギー消費量を生産数量に採用した場合、IT 機器利用率を向上させる

ことで、IT 機器のエネルギー消費量が増加する。このため、PUE は改善することに

なるため、エネルギー消費原単位は低下する。ただし、これは IT 機器利用率を適切

に考慮できているわけではなく、IT 機器の省エネを実施した場合と反対に、IT 機器

のエネルギー消費量が増えると単純に PUE が改善するだけであり、疑似的に効果

が反映されているだけである。 

⚫ 総ラック数、延床面積を生産数量に採用した場合、これらは固定的な値のため、エ

ネルギー消費量が増加した分、エネルギー消費原単位は悪化することになる。 

 

【まとめ】 

生産数量別のエネルギー消費原単位を DPPE の 4 指標と比較することで以下のことがわ

かる。 

⚫ 売上高、サービス加入者数、トラフィック量などサービス量と連動する指標を生産

数量に用いる場合には、エネルギー消費原単位はデータセンターの省エネ手段を包

括的に考慮できる。これら生産数量のうち、どの指標が適切であるかは、何をサー

ビス量と見做すかによることから一概には優劣をつけられない。一方、これらの指

標については、サービス単価やビジネスモデルの違いによって大きく変化すること

から、エネルギー消費原単位を事業者間で単純に比較はできない。事業者間で比較



- 52 - 

する場合は、サービス単価やビジネスモデルの違いを考慮する必要がある。 

⚫ 延床面積や総ラック数など建物固有の指標を生産数量に用いる場合、IT 機器利用率

を除く主な省エネ手段を考慮できる。経年変化を確認する際は、IT 機器利用率が考

慮できていないことから、景気変動などの要素に留意する必要がある。また、これ

らは固定的な指標であることから、事業者間を比較した際の数字の解釈はしやすい

が、IT 機器利用率が大きく異なる場合には比較は難しくなる。 

⚫ IT エネルギー消費量を指標にとる場合、付帯設備のみ省エネ効果しか考慮できない

ため、データセンター全体の省エネ状況を把握することはできない。特に、サービ

ス量あたりのエネルギー消費量は、IT 機器のエネルギー消費効率の向上（スペック

アップ）によるところが大きいにもかかわらず、IT 機器の省エネ化がエネルギー消

費原単位を悪化させる要因になるため、エネルギー消費原単位が低下したとしても、

省エネが進んだのかどうかの判断ができない点は大きな問題である。一方、DPPE の

1 要素でもあることから、付帯設備の省エネを把握するための副次的な指標として

は有用である。 

⚫ その他、データセンターに限らないエネルギー消費原単位の課題として、省エネ法

が化石燃料由来の 1 次エネルギー消費量を対象としていることや、オンサイトと買

電によって再生可能エネルギーの取り扱いが異なることから、いずれの指標を採用

したとしても再エネ利用率を部分的にしか考慮できていないことが挙げられる。脱

炭素化が世界の課題になる中、再エネ導入以外に再生可能エネルギーの調達拡大や

再生可能エネルギーの割合の高い電力会社の選択を促すことはエネルギー政策上

も重要になることから、今後の省エネ法における検討課題といえる。 

 

III. データセンターの省エネ取り組み等に関するアンケート調査 

１．調査目的 

データセンターを運営する事業者が省エネ法の対象要件に当てはまる場合には、省エネ

法第 16 条第 1 項に基づく定期報告が実施されている。エネルギー消費原単位は、どのよ

うな分母（生産数量）を使用するかによって、その指標が表す省エネの範囲や水準が異なっ

てくるが、現状、生産数量は事業者が任意に選択することとなっており、エネルギー消費

原単位の推移を事業者間で横並びに比較することが難しい。特に、事業者は測定しやすい

生産数量や、原単位を削減しやすい生産数量を選択している可能性もあり、定期報告の

データにはこうした影響が含まれてしまっている可能性がある。 

上記を踏まえて、データセンターを運営する事業者に対してアンケート調査を行い、生

産数量の候補となる複数の指標について回答を収集した。また、データセンターの省エネ

指標となる国際規格と生産数量別のエネルギー消費原単位との比較を行うことを目的に

DPPE 指標についても同アンケートより収集した。 
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２．調査方法 

以下の通り調査を行った。 

図表 38 アンケート調査概要 

調査対象 日本標準産業分類の中分類 37（通信業）、39（情報サービス業）、40（インター

ネット付随サービス業）の事業所を保有し、定期報告における事業所報告を

行っている事業者 

調査期間 2020 年 12 月～2021 年 1 月 

調査名 データセンターの省エネ取り組み等に関するアンケート調査 

配布・回収数 配布数：96 社 回収数：24 社（25%）（65 事業所） 

 

３．調査結果 

３.１  企業の投資状況 

３.１.１  データセンター数 

（1）2020 年時点の投資状況 

一企業当たりの平均的なデータセンター数は 5 つである。ただし、5 つ未満の企業が全

体の過半数を占めている。 

図表 39 データセンター数（2020 年時点） 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

（2）今後の投資見込み 

2025 年時点と 2030 年時点いずれにおいても「現状維持」の割合が 66.7%と最も高い。

比較的大手の企業は投資を増加させる意向を持つ傾向がある。 
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図表 40 データセンター数の今後の投資見込み 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成  
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３.１.２  データセンターあたりの平均ラック数 

（1）2020 年時点の投資状況 

データセンターあたりの平均的なラック数は 1,047 であり、1,000 未満のデータセン

ターが全体の半数を占めている。 

 

図表 41 データセンターあたりの平均ラック数（2020 年時点） 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

 

（2）今後の投資見込み 

2025 年時点と 2030 年時点いずれにおいても「現状維持」の割合が最も高く、約半数程

度を占める。 

 

図表 42 データセンターあたりの平均ラック数の今後の投資見込み 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成  
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３.２  事業所別の分析 

３.２.１  提供しているサービス 

「コロケーション／ハウジング」に該当するデータセンターの割合が大きく、全体の

95%程度を占める。なお、データセンターのサービスは様々な分類が考えられるが、ここ

では、図表 44 を参考に図表 45 の通り分類した。 

 

図表 43 提供しているサービス 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 
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図表 44 データセンターとクラウドの関係 

 

（出所）ネットコマース株式会社「IT トレンドとクラウド・コンピューティング（ITMedia IT ソリューション塾）」

（2015 年 2 月） 

 

図表 45 データセンターのサービスの分類 

サービスの種類 概要 

コロケーション／ハ

ウジング 

データセンター設備の区画やラックを貸し出すサービス。ユーザーは自分達が所有す

るサーバー機器をそこに持ち込み、データセンター事業者は、設置スペース、空調や

電力、バックボーン回線、入退室管理などの設備機能を提供する。サーバーなどの自

分達が持ち込んだ機器の管理はユーザーの責任となる。コロケーションとハウジング

は同義語として使われることも少なくないが、区画の貸し出しサービスをコロケー

ション、ラックの貸し出しサービスをハウジングと使い分ける場合がある。 

ホスティング 

コロケーション／ハウジングに加えて、データセンターがサーバーを提供し、その管

理運用を行うサービス。ユーザーは、サーバーなどの機器を自身で管理する必要はな

いが、選択できるハードウエアや OS に制約があるのが一般的。 

仮想ホスティング 

ホスティング・サービスとして提供されるサーバーを仮想マシンで提供するサービス。

コストも安く、調達や構成の変更など、簡便・迅速に対応できるが、システム資源は

共用となるので、利用できる能力はベストエフォートの場合も多く、OS や利用できる

ソフトウエアに制約があるのが一般的。 

IaaS  仮想マシンに運用管理や調達の自動化機能が、一体化されたサービス。 

PaaS IaaS にミドルウェアや開発実行のための環境が提供されるサービス。 

SaaS IaaS や PaaS の上でアプリケーションを構築、運用し提供されるサービス。 

（出所）ネットコマース株式会社「IT トレンドとクラウド・コンピューティング（ITMedia IT ソリューション

塾）」（2015 年 2 月）等を参考に作成 
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図表 67 生産数量等別の原単位（エネルギー消費量÷生産数量等）の推移の比較（2015 年＝1） 

 

（注）データセンター別に 2015 年との相対値を算出後に平均した値 

（注）生産数量等によって n 数が異なることから、同じデータセンター同士を比較できているわけではない 

 

図表 68 生産数量等別の原単位の比較（2015 年を 1 とした場合の 2019 年の値） 
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４.１.２  データセンター属性別の分析 

データセンターのサービス内容がコロケーション／ハウジングのみである場合とそれ

以外のサービスを提供している場合でエネルギー消費原単位を比較した結果を以下に示

す。延床面積や総ラック数を原単位分母とした場合では、コロケーション／ハウジング

のみのデータセンターに比べその他のデータセンターにおいて原単位の削減率が大きい。

一方、IT 機器のエネルギー消費量を原単位分母とした場合では、コロケーション／ハウ

ジングのみのデータセンターに比べその他のデータセンターにおいて原単位の削減率が

小さい。 

 

図表 69 生産数量等別の原単位の比較（2015 年を 1 とした場合の 2019 年の値。サービス別） 

 

 延床面積 
IT 機器のエネルギー消

費量 
総ラック数 売上金額 

 ｺﾛｹｰｼｮﾝ・ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞのみ 
その他 

ｺﾛｹｰｼｮﾝ・ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞのみ 
その他 

ｺﾛｹｰｼｮﾝ・ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞのみ 
その他 

ｺﾛｹｰｼｮﾝ・ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞのみ 
その他 

n 数 21 18 9 15 16 16 4 5 

平均値 1.04 0.87 0.91 0.99 1.10 0.92 0.94 0.90 

中央値 0.88 0.80 0.97 1.00 0.97 0.90 0.91 0.92 
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データセンターの延床面積が 5,000m2 以上である場合と、5,000m2 未満である場合でエ

ネルギー消費原単位を比較した結果を以下に示す。延床面積を原単位分母とした場合で

は、規模の大きいデータセンターにおいて原単位の削減率が大きい傾向が見られた。 

 

図表 70 生産数量等別の原単位の比較（2015 年を 1 とした場合の 2019 年の値。延床面積別） 

 

 延床面積 
IT 機器のエネルギー消

費量 
総ラック数 売上金額 

 5,000m2

以上 

5,000m2

未満 

5,000m2

以上 

5,000m2

未満 

5,000m2

以上 

5,000m2

未満 

5,000m2

以上 

5,000m2

未満 

n 数 22 17 17 7 19 13 8 1 

平均値 0.97 0.95 0.98 0.90 1.04 0.97 0.90 1.05 

中央値 0.81 0.99 0.99 0.99 0.88 0.99 0.91 1.05 
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４.２  省エネ取組事例 

４.２.１  IT 機器の利用率を向上させる取り組み 

「サーバーの仮想化・統合」の取組を行っている企業は 58.3%である。 

 

図表 71 IT 機器の利用率を向上させる取り組み 

 

４.２.２  IT 機器の効率を向上させる取り組み 

「取組がある」と答えた割合に着目すると、「消費電力が少ないサーバー（単体）の採

用」の取組割合が最も大きく、「消費電力少ないネットワーク機器の採用」、「消費電力少

ないストレージ装置の採用」と続く。 

 

図表 72 IT 機器の効率を向上させる取り組み 
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IV. 新たな対象機器の検討 

１．調査対象の検討 

１.１  既往の調査 

新たなトップランナー制度の対象機器の検討に関しては、これまでに資源エネルギー庁

「平成 23 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業機械器具等の省エネルギー対策の検

討に係る調査」に基づき、下図のとおり、機器毎の年間エネルギー消費量推計結果が明らか

にされている。 

これに加え、「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業機械器具等の省エネル

ギー対策の検討に係る調査」においても、同様の推計を行った結果が明らかにされている。

これを参照すると、概ねの年間エネルギー消費量（推計）が大きい機器については、既にトッ

プランナー制度の対象機器となっていることが分かる。 
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図表 76 機械器具毎の年間エネルギー消費量推計結果一覧（１） 

 

（出所）資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会、省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委

員会、第 9 回(2015 年 1 月 20 日)「トップランナー機器の現状と今後の対応に関する整理（案）につい

て」<https://www meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/009_04_00.pdf>（2020 年 9 月

アクセス） 
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図表 77 機器毎の一次エネルギー消費量推計結果一覧（２） 

（出所）資源エネルギー庁「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（機械器具等の省エネルギー

対策の検討に係る調査）報告書」 

 

対象となっていない機器のなかには、当該機器自体の年間エネルギー消費量（推計）が中

程度である一方で、当該機器が間接的に他機器を通じたエネルギー消費量の多寡に影響を及

ぼす機器もある。下図に示されるように、家庭におけるエネルギー消費量が増えるなか、間

接的にエネルギー消費量に影響を及ぼす機器についても新たな対象化の検討余地がある。 
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図表 78 世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（注）｢総合エネルギー統計｣では、1990 年度以降、数値の算出方法が変更されている。 

日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省

「住民基本台帳」を基に作成 

（出所）令和元年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書 2020）「第 2 節部門別エネルギー消費の動

向」 

１.２  選定方針 

本調査では、新たなトップランナー制度の対象機器の検討あたり、米国の Appliance and 

Equipment Standards Program 対象機器、EU のエコデザイン指令対象機器、及びその他の機器

のうちこれまでにトップランナー制度の対象となっていない機器から 5 つの機器を選定す

る。 

トップランナー制度における対象機器等の原則は、①我が国において大量に使用され、②

その使用に際し相当量のエネルギーを消費し、③その機械器具に係わるエネルギー消費性能

の向上を図ることが特に必要なものであること、の 3 つの要件を満たすことである。 

本調査においては、この原則に則り、米国及び EU 諸国と日本における社会的背景の違い

等により、諸外国における対象機器のうち日本において大量に使用されていないことが明ら

かな機器は、本調査における検討の対象外として予め除外することとする。これに加え、トッ

プランナー制度及びトップランナー制度以外の省エネルギー上の措置が存在する機器につ

いても、規制の重複が懸念されるため、調査対象から除外することとする。 

なお、新たな対象機器の選定にあたり、米国及び EU における対象機器とはなっていない

ものの、我が国において大量に使用され、エネルギー使用量が大きいことが既往の調査から

判明している機器については、検討の対象として追加する。 

 

１.３  調査対象から除外する機器 

本調査においては、トップランナー制度の原則を踏まえ、我が国において大量に使用され

ているかという観点、即ち大量性の観点から調査対象から除外する機器を検討する。これに

加えて、既存の政策措置における対象との重複性についても考慮し、調査対象から除外する

機器を検討する。 

上述の大量性及び重複性の検討を踏まえ、下表の機器については、調査対象から除外する

こととする。 
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➢ レンジフード 

業務用・産業用 

 

➢ ポンプ（ポンプ、循環ポンプ、水中ポンプ） 

➢ ファン・ブロワ 

➢ 避難口誘導灯 

➢ エレベーター 

➢ エスカレーター 

➢ 熱源機器（チラー、吸収式冷凍機） 

家庭用・商業用・業務用 ➢ サーキュレーター 

➢ 太陽光パワーコンディショナ 

１.６  本調査における対象機器 

前項で整理した機器について、トップランナー制度の原則等と照らし合わせつつ、当該機

器の「普及概況」、「直接的及び間接的なエネルギー消費量」、「エネルギー消費効率指標・測

定方法」等について、文献や機器の仕様情報等を基にした予備調査を行い、暫定的に政策上

のインパクトを推計した。 

予備調査及び暫定的なインパクト推計を踏まえた検討の結果、本調査においては、以下の

5 機器を対象として選定することとした。次項以降では、それぞれの機器について整理する。 

➢ 家庭用水栓 

➢ 家庭用浴槽 

➢ 家庭用換気システム 

➢ 家庭用衣類洗濯乾燥機 

➢ 太陽光パワーコンディショナ 

 

本調査においては、上記の 5 機器のうち、家庭用衣類洗濯乾燥機を除く 4 機器は、間接的

に他の機器等のエネルギー消費量や発電電力量の効率の向上に資する機器として、調査する。

具体的には、機器自体のエネルギー消費量（生じる場合のみ）及び他の機器等のエネルギー

消費量を対象として調査する。家庭用衣類洗濯乾燥機は、機器自体が消費するエネルギー消

費量に着目して、調査する。 

なお、本調査における政策上のインパクト推計においては、既に市場に浸透している省エ

ネルギー性の高い機器の普及実態を精緻に反映していないことなどから、今後新たに期待す

ることが可能なインパクトとしては過大となっている可能性がある。各機器の過大となって

いる可能性がある要素は以下の通りである。 

⚫ 家庭用水栓については、築年数が浅い住宅を中心に既に節湯水栓が普及していると考

えられるものの、ここでは節湯水栓と非節湯水栓の省エネルギー量の差を日本におけ

る台所、浴室、洗面所の保有世帯数全体（推計値）に乗じて拡大推計しているため過

大となっている。 

⚫ 家庭用浴槽については、築年数が浅い住宅や、住宅リフォームを行った住宅を中心に

既に普及していると考えられるものの、節湯水栓と同様に浴室の保有世帯数全体（推

計値）に乗じて拡大推計しているため、過大となっている。 

⚫ 家庭用換気システムについては、戸建て住宅のみを対象とし、東京都 23 区が含まれ
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る 6 地域区分における省エネルギー量を推計したため、集合住宅を捕捉していない点

では過大とならない。ただし、家庭用換気システムは熱交換設備を設置することで暖

房設備の稼働が多いほど省エネルギー量が大きくなるため、前述の 6 地域区分を日本

全体の平均と見做した推計値は過大となる可能性がある。 

⚫ 家庭用衣類洗濯乾燥機については、縦型衣類洗濯乾燥機とドラム式洗濯乾燥機では、

購入者のニーズが異なる可能性があるものの、縦型衣類洗濯乾燥機（ヒーター式）か

らドラム式洗濯乾燥機（ヒートポンプ式）へ置き換えることを仮定しているため、推

計値が過大となっている可能性がある。加えて、稼働頻度として、洗濯と乾燥を 1 回

／日と仮定している点からも、推計値が過大となっている可能性がある。 

⚫ 太陽光パワーコンディショナについては、主に非住宅用途において既に 98%以上の電

力変換効率を実現している機種もあるものの、ここでは全体として 2%の電力変換効

率向上の実現を仮定し発電電力量の増分を推計した。推計の背景として、市場に普及

している機器の効率が不明であるため、推計値は過大または過小となっている可能性

がある。 
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2021 年 4 月以降 地域別（東京都 23 区を含む「6 地域」）9%

削減 

節湯種類組合わ

せ 

節湯 A1・B1 浴室シャワー水栓：32％削減 

節湯 A1・C1 台所水栓：17％削減 

注 1：「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）」の「エネルギー消費性能基準

（平成 28 年省エネ基準）」における節湯水栓の定義を引用。 

注 2：各節湯水栓の削減率は、国立研究開発法人建築研究所平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消

費性能の評価に関する技術資料（住宅）における、エネルギー消費性能の算定方法から引用されている。 

（出所）一般社団法人日本バルブ工業会「節湯（せつゆ）水栓・節水水栓について」 
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図表 85 （参考）節湯水栓の例 

 
（出所）一般社団法人日本バルブ工業会「節湯水栓（節湯 A1/B1/C1）について」 
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図表 86 （参考）水優先吐水機構「節湯 C1」の地域別削減率（設計一次エネルギー） 

 

注 1：削減率は、特定の熱源機としてガス従来型給湯器を選択して計算されている。 

（出所）一般社団法人日本バルブ工業会「水優先吐水機能を有する水栓（節湯 C1）の効果改定について」 

２.２.２  測定方法 

節湯水栓を用いた給湯については、上述の「日本バルブ工業会自主基準」及び「建築物

エネルギー消費性能基準」ともに、水栓の種類及び用途別に 1 分間当たりの従来型比較し

た湯の吐水量の「削減率」を定めている17。 

ここで、用途別（台所、浴室シャワー、洗面）の年間給湯量に応じた一次エネルギー使

用量を算出し、上述の削減率に乗じることで、節湯水栓 1 台当たりの一次エネルギーの削

減量を測定することが可能である18。 

２.３  政策上のインパクト推計 

２.３.１  市場ストックの推計 

経済産業省生産動態統計では、給排水栓類の生産実績が集計されているものの、水栓の

種類別の実績は集計されていない。また、財務省貿易統計においては、水栓を品目区分と

した輸出入実績が集計されていない。加えて、日本バルブ工業会においても、水栓の種類

別の実績は公表していない。 

これを踏まえ、節湯水栓の設置が想定される住宅について、住宅毎の台所、浴室、洗面

所の保有状況19を基に、それぞれに設置されている水栓の市場ストックを推計する。 

                                                        
17 吐水力試験の実施方法及び吐水力の算出等については、国立研究開発法人建築研究所「平成 28 年省エネルギー

基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」において公表されている。 

18 一般社団法人日本バルブ工業会においては、用途別の年間給湯量及び年間都市ガス量について、国立研究開発

法人建築研究所による平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住

宅）」における「東京・4 人世帯」の条件に基づき算出した例を公表している。（出所）一般社団法人日本バル

ブ工業会「節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例」 

19 同調査においては、保有状況の有無別の住宅数を調査している。従って、各設備の保有数が 1 つ以上はいくつ

であっても「有」、0 であれば「無」で計上される。 







- 93 - 

エネルギー消費量の削減効果 

5,641 万（普及台数（S））×1,055 MJ/年（U）×=5,951 万 GJ 

洗面水栓 

1 台当たりの省エネルギー量（U） 

860 MJ /年×9%（削減率）=77 MJ/年 

エネルギー消費量の削減効果 

5,287 万（普及台数（S））×77 MJ/年（U）×=407 万 GJ 

合計 

エネルギー消費量の削減効果 

（台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓） 

9,292 万 GJ/年 

注 1：削減率は、2021 年 4 月以降適用の最新値を用いている。節湯 C1 は、地域別に削減率が定められており、東

京 23 区が含まれる「6 地域」の削減率を用いている。 

注 2：推計後（GJ 換算）の第 5 桁を四捨五入している。 

２.３.３  推計にあたっての課題・問題点 

水栓にかかる統計情報の取得の制約上、国内普及台数の精緻な把握が課題である。 

本調査においては、台所、浴室、洗面所に設置される水栓の市場ストックの推計にあたり、

総務省住宅・土地統計調査における最新値である 2008 年の数値を用いた。そのため、至近の

値を用いることで、より精緻な推計につながる可能性がある。 
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３．浴槽 

３.１  浴槽の種類 

浴室にかかる機器の区分は、システムバスと単体浴槽に大別される。 

システムバスは、浴室ユニット、シャワーユニット、トイレユニット等を含む。単体浴槽

は、基本的に浴槽としての機能のみを有する機器を指す。 

３.２  消費効率指標・測定方法 

３.２.１  消費効率指標 

浴槽は、湯張り後の追い焚きに必要となる一次エネルギーの消費を通して、間接的に一

次エネルギー消費量に影響を及ぼす。即ち、間接的に他の機器のエネルギー消費量の削減

に資する機器である。 

浴槽のうち、湯の保温措置が講じられている「高断熱浴槽」については、湯張り後の経

過時間に応じた温度低下が非高断熱浴槽と比較して、緩やかである。そのため、高断熱浴

槽は、エネルギー消費としては、追い焚きにあたり必要となるエネルギー消費量の削減に

つながる。 

高断熱浴槽の指標としては、日本産業規格「JIS A 5532 浴槽」が存在しており、同 JIS 基

準を満たすシステムバス及び単体浴槽が出荷されている。JIS 基準における浴槽内の温度

変化の実験条件としては、以下が定められている22。 

➢ 周囲環境温度：10℃ 

➢ 浴槽水量：深さ 70％ 

➢ 測定開始湯温：40℃ 

➢ 風呂フタを閉じた状態で 4 時間後の湯温低下が 2.5℃以下 

 

                                                        
22 パナソニック株式会社ウェブサイト「バスルーム：保温浴槽Ⅱ／保温浴槽」

<https://sumai.panasonic.jp/bathroom/feature/detail.php?id=hoon>（2021 年 1 月アクセス） 
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図表 90 （参考）断熱構造の例（イメージ図） 

 

（出所）TOTO 株式会社ウェブサイト<https://jp.toto.com/products/bath/synla_mansion/feature/mahoubin htm>（2021 年

1 月アクセス） 

３.２.２  測定方法 

高断熱浴槽のエネルギー消費量は、追い焚きにかかる諸条件を基に推計することが可能

である。諸条件としては、追い焚きの回数（回）、湯温低下（℃）、浴槽水量、ガス熱量、

給湯効率が挙げられる。 

上述の方法で推計されたエネルギー消費量と、非高断熱浴槽のエネルギー消費量の差分

を省エネルギー分として推計することが可能である。 

３.３  政策上のインパクト推計 

３.３.１  市場ストックの推計 

浴槽の市場ストックに関しては、経済産業省生産動態統計のプラスチック製品に分類さ

れる浴槽については、生産数量を把握することが可能である。一方で、浴槽の材質は、ス

テンレス、樹脂、大理石、琺瑯（ほうろう）が存在する。 

ここで、推計の都合上、1 つの浴室あたりに 1 つの浴槽が設置されていると想定し、浴

槽の市場ストックとして、浴室の市場ストックの推計値を用いることとする。浴室の市場

ストックは、浴室の設置が想定される住宅について、住宅毎の浴室の保有状況23を基に浴

槽の市場ストックを推計する。5 年毎に実施されている総務省住宅・土地統計調査におい

ては、1998 年から 2008 年にかけて住宅の設備別に保有有無を調査しており、そのなかで

浴室についても調査している。同調査の結果を得られる最終年である 2008 年のこれらの

設備の『保有「あり」の住宅数』を「住宅数総数」で割り、浴室の「保有率」として算出

                                                        
23 同調査においては、保有状況の有無別の住宅数を調査している。従って、各設備の保有数が 1 つ以上はいくつ

であっても「有」、0 であれば「無」で計上される。 
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図表 94 （参考）換気方式別の換気経路（イメージ） 

 

（出所）一般社団法人リビングアメニティ協会ウェブサイト<https://www.alianet.org/amenitycafe/ventilator/system/>

（2021 年 1 月アクセス） 

 

図表 95 （参考）熱交換機器の設置形式（イメージ）  

 

（出所）一般社団法人リビングアメニティ協会ウェブサイト

<https://www.alianet.org/amenitycafe/ventilator/type/house/whole/>（2021 年 1 月アクセス） 

 

４.２  消費効率指標・測定方法 

４.２.１  消費効率指標 

消費効率の指標としては、①換気システム自体の消費電力及び②換気システムが冷暖房

の効率に影響を及ぼすことによる間接的な消費エネルギー量が挙げられる。 

②換気システムが冷暖房の効率に影響を及ぼすメカニズムとしては、第 1 種換気方式の

うち、熱交換型機器を設置する場合において、主に冬期において外気を直接居室内に給気

することと比較して、熱交換をした上で給気すると暖房に必要となるエネルギー消費量を
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削減することが可能となる。そのため、外気温の低い地域ほど、エネルギー消費量の削減

幅は大きくなる。 

第 1 種換気方式においては、熱交換型の機器設置が可能であり、熱交換の温度交換効率

が高ければ高い程、省エネルギー性能が優れている。温度交換効率とは、居室内の快適な

温度をどの程度室内に残すことが出来るかを示す指標である。「JIS B 8628 全熱交換器」で

は、温度交換効率を規定しており、エネルギー消費性能計算プログラムでは、この温度交

換効率をエネルギー消費量の算出に反映している。 

図表 96 （参考）換気システムにかかる温度交換のイメージ 

（出所）株式会社一条工務店ウェブサイト<https://www.ichijo.co.jp/technology/element/ventilation/>（2021 年 1 月ア

クセス） 

４.２.２  測定方法 

前項で挙げた①換気システム自体の消費電力については、製造事業者が公表する各シス

テム構成機器の定格消費電力（W）を基にした算出が可能である。 

②換気システムが冷暖房の効率に影響を及ぼすことによる間接的な消費エネルギー量

については、地域、断熱性能、暖房設定温度等の複数の要件を設定した上で、エネルギー

消費性能計算プログラムや熱負荷計算ソフト等による試算が可能であり、試算結果はエネ

ルギー消費量（GJ）で算出することが可能である。 

この試算については、換気システムの製造事業者や住宅メーカー等において、共通した

試算方法等はみられず、一般的にエネルギー消費量の削減効果を電気料金の削減効果に換

算して示している場合が多い。 
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➢ 床面積：合計 120.08m2 （主たる居室：29.81m2, その他の居室：51.34m2） 

➢ 外皮性能の評価方法：当該住戸の外皮面積を用いて外皮性能を評価する 

➢ 暖房方式の選択：居室のみを暖房する（住戸全体の暖房ではない） 

➢ 暖房設備機器：ルームエアコンディショナー 

➢ 換気回数：0.5 回/時間 

 

推計対象とするパターンは、下表の①から⑧において示される 8 つの換気システムの方

式及び地域の条件のパターンとする。なお、熱交換については、エネルギー消費性能計算

プログラム上では、暖房設備の消費エネルギー量のみに影響する設定となっているため、

各パターンによる暖房設備及び換気設備の消費エネルギー量を算出することとする。 

 

図表 98 換気システムの方式及び地域の条件のパターン 

 

注 1：「6 地域」には東京都 23 区等が含まれる。「1 地域」は、北海道の市町村で構成される。市町村別の地域区分

は、「国土交通省告示第 265 号29」において定められている。 

 

上表で示されるとおり、換気設備方式は、第 1 種換気設備としては、ダクト式と壁付け

式を、第 3 種換気設備としては壁付け式を比較する。 

熱交換型換気設備は設置の有無別及び温度交換効率別に比較する。温度交換効率につい

ては、エネルギー消費性能計算プログラムにおける初期設定値である 65%及び高効率機器

として 85%30（手動入力）の設備別に比較する。 

地域に関しては、東京都 23 区が含まれる「6 地域」及び寒冷地として「1 地域」のパター

ンについて検討する。 

エネルギー消費性能計算プログラムにおける戸建ての家庭用換気システムの年間エネ

ルギー消費量（設計一次）は、上述のパターン別に下表のように推計される。参考として、

「1 地域」及び「6 地域」以外の地域区分についても推計値を示す31。 

                                                        
29 地域区分の変更に伴う経過措置については、国交省告示第 783 号において規定されている。 

30 一部の機器については、冬期における温度交換効率が最大 85%~90%に至ることが、換気ユニット製造事業者

や住宅メーカーにより示されている。 

31 「8 地域」の区分においては、「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver 2.8.1」において暖房設備の設

置を設定できないため、算出していない。 
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エネルギー消費量の削減効果 

2,890 万（普及台数（S））×1.9GJ/年（U）×=5,491 万 GJ 

【6 地域】 

壁付け 3 種／ダクト式第 1 種・熱

交換設備（温度交換効率 65%） 

パターン⑥-② 

年間エネルギー消費量 

パターン⑥：18.5GJ 

パターン②：17.0GJ 

省エネルギー量： 1.5GJ 

エネルギー消費量の削減効果 

2,890 万（普及台数（S））×1.5GJ/年（U）×=4,335 万 GJ 

※参考 

【1 地域】 

ダクト式第 1 種・熱交換設備（温

度交換効率 65%）有無別 

パターン⑦-⑧ 

年間エネルギー消費量 

パターン⑦：74.0GJ 

パターン⑧：65.4GJ 

省エネルギー量： 8.6GJ 

 

※寒冷地（1 地域）における推計値であることから、日本

全国の市場ストックに乗じた推計は不適のため、市場ス

トックを乗じた推計は行わない 

 

上表の推計結果において示されるように、家庭用換気システムにかかるエネルギー消費

量は、ダクト式第 1 種換気設備方式においては、温度交換効率の高い熱交換型換気設備を

設置する場合（パターン③の場合）に、最も大きなエネルギー消費量の削減効果が推計さ

れる。また、気候条件により換気システムにかかる省エネルギー効果は変動し、寒冷地で

ある程、大きなエネルギー消費量の削減効果が推計される。 

 

４.３.３  推計にあたっての課題・問題点 

家庭用換気システムによるエネルギー消費量の削減効果には、使用する空調機器や気候

条件等をはじめとした複数の変動要因がある。諸要因の影響を鑑みた推計の精緻化が課題

である。 
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である。 

エネルギー消費量の推計の精緻化に向けては、洗濯量、乾燥回数、乾燥モード等の実態

を考慮した上での推計が課題である。 
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６．太陽光パワーコンディショナ 

６.１  太陽光パワーコンディショナの種類 

太陽光パワーコンディショナ（以下「太陽光 PCS」とする）は、その仕様、容量、入力電

圧、機能により分類される。 

太陽光 PCS の仕様としては、単相及び三相に大別される。住宅用太陽光発電では、単相が

使用されており、非住宅用太陽光発電では、三相または単相が使用されている。 

太陽光 PCS の容量について、一般社団法人日本電機工業化（JEMA）は、10kW 未満、10kW

以上 100kW 未満、100kW 以上の 3 区分の容量帯に分類し、統計を整備している。 

太陽光 PCS の入力電圧としては、電気事業法上の低圧及び高圧の境となる直流 750V 未満

及び超過により、分類することが可能である。JEMA では、直流入力電圧 750V 以下及び 750V

越に分類し、統計を整備している。 

太陽光 PCS の機能としては、停電時の自立運転機能の搭載別に分類することが可能であ

る。 

 

図表 104 （参考）自立運転機能にかかるシステムイメージ図 

 

（出所）一般社団法人太陽光発電協会ウェブサイト<http://www.jpea.gr.jp/setting/house/configuration/index html>

（2021 年 1 月アクセス） 
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６.２  消費効率指標・測定方法 

６.２.１  消費効率指標 

太陽光 PCS のエネルギー消費効率にかかる指標としては、太陽光 PCS の電力変換効率

が挙げられる。 

太陽光 PCS の電力変換効率は、太陽電池モジュールで発電された直流電力を交流電力

に変換する際の効率、即ち太陽光 PCS への入力電力に対する出力電力の割合を指す。太陽

光 PCS の電力変換効率は、下式により算出することができる。 

➢ 電力変換効率（%）＝出力電力÷入力電力 

 

この電力変換効率が高ければ高いほど、変換時のロスが少ないことを意味し、太陽光

PCS は間接的に発電電力量の増加に資する機器である。住宅用太陽光 PCS の電力変換効

率は、95%前後となっている35。非住宅用太陽光 PCS については、98%台の変換効率が最

高水準となっている。 

６.２.２  測定方法 

太陽光 PCS の電力変換効率にかかる測定方法については、「JIS C 8961 太陽光発電用パ

ワーコンディショナの効率測定方法」に準拠した測定が、製造事業者各社によって採用さ

れている。 

なお、JEMA によると、JIS C 8961 に定める効率試験方法では温度上昇試験後に測定を

行なうと定められており、いわゆるコールドスタート状態よりも効率が低くなる点に注意

が必要であり、一般に欧米の PCS ではコールドスタート状態で測定した効率を表記して

いるので JIS 法よりも高い効率になるとされている36。 

６.３  政策上のインパクト推計 

６.３.１  市場ストックの推計 

経済産業省生産動態統計では、電力変換装置の生産実績（生産数量及び金額）が集計さ

れているものの、種類別の実績は集計されておらず、太陽光 PCS の動向を把握することは

できない。また、財務省貿易統計においては、太陽光 PCS を品目区分とした輸出入実績が

集計されていない。これを踏まえ、JEMA による太陽光 PCS の出荷量動向調査に基づく出

荷台数を基に市場ストックを推計する。 

同調査は、JEMA の会員に限らず、会員以外の太陽光 PCS の取扱い会社の協力を得て実

施されており、回答会社数の推移は以下のとおり増加基調となっている。 

 

                                                        
35  JEMA ウ ェ ブ サ イト 「用 語 解 説パ ワ ー コン ディ シ ョ ナの 電 力 変換 効率 」 < https://www.jema-

net.or.jp/Japanese/res/dispersed/data/h01.pdf >（2021 年 1 月アクセス） 

36  JEMA ウ ェ ブ サ イト 「用 語 解 説パ ワ ー コン ディ シ ョ ナの 電 力 変換 効率 」 < https://www.jema-

net.or.jp/Japanese/res/dispersed/data/h01.pdf >（2021 年 1 月アクセス） 
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